
（仮称）光が丘地区複合施設 

市民検討会ニュース 

令和７年１１月 第８号 

相模原市教育委員会生涯学習課 

電話 042-769-8286 
FAX  042-754-7990 

 相模原市では、令和７年３月に閉校した青葉小学校の敷地に、公民館機能、地域・子ども活動
機能、児童館機能を有する新たな複合施設の整備に向けた検討を進めており、令和７年１０月１
５日に第８回市民検討会を開催しました。当日は、「光が丘地区学校跡施設（旧青葉小学校）利
活用基本計画」や新築エリアの新たな検討体制等の確認を行いました。 

光が丘地区学校跡施設利活用基本計画について確認を行いました！ 

■意見募集の概要 

パブリックコメント手続の実施結果について 

 「光が丘地区学校跡施設（旧青葉小学校）利活用基本計画」を
策定するに当たり、市民の皆様からのご意見を募集いたしまし
た。 
 その結果、１１８人の方から３６０件のご意見をいただき、お
寄せいただいたご意見についての意見募集の概要、ご意見の内容
及びご意見に対する市の考え方を公表します。 
 なお、いただいたご意見につきましては、一部の意見を反映
し、計画案を一部修正するとともに、今後の取組に生かしてまい
ります。 

・募集期間 
 令和７年７月１日（火） 

～８月１２日（火） 
・募集方法 
 ＷＥＢ回答フォーム、電 
 子メール、郵送、直接持 
 参、ファクス 

■件数と本市の考え方の区分 

項 目 件数 
市の考え方の区分 

ア イ ウ エ 

① 新築施設、校庭、体育館に関すること １５１ １ ３５ １１５ ０ 

② 
青葉小学校のストック（残されたも

の）に関すること 
７９ ０ ２７ ５２ ０ 

③ 近隣道路や動線に関すること ４０ ０ １１ ２９ ０ 

④ 未利用地活用に関すること ３７ ０ ０ ３７ ０ 

⑤ 防災に関すること １９ ０ １２ ７ ０ 

⑥ 近隣の住環境（道路除く）に関すること １５ ０ １ １４ ０ 

⑦ 事業の周知と説明に関すること ９ ０ ２ ７ ０ 

⑧ 計画の前提に関すること ８ ０ ０ ８ ０ 

⑨ その他 ２ ０ ０ １ １ 

合 計 ３６０ １ ８８ ２７０ １ 

意見に対する本市の考え方の区分 
ア：計画案等に意見を反映するもの イ：意見の趣旨を踏まえて取組を推進するもの 
ウ：今後の参考とするもの     エ：その他（今回の意見募集の趣旨・範囲と異なる意見など）  

パブリックコメントや策定した基本計画の閲覧について 

 パブリックコメントでの意見や策定した基本計画については、相模原市ホーム
ページや光が丘公民館ほか事業対象施設等で閲覧できます。 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1026875/shisei_sanka/pubcome/
index.html 

相模原市 パブリックコメント 検索 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1026875/shisei_sanka/pubcome/


 光が丘地区学校跡施設（旧青葉小学校）利活用事業の新築エリアの基本設計及び実施設計に市民
意見を反映するため実施します。 

新築エリアの市民検討体制について確認を行いました！ 

 検討会の資料等は、相模原市ホームページ、行政資料コー
ナー、光が丘公民館で閲覧することができます。 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/chuoku/1024162.html 

光が丘地区の公共施設再編 検索 

■任期  令和８年１月から設計終了（令和９年度末予定）まで 

■検討会の内容について 

･ 新築エリア（光が丘公民館・新築児童館）の整備内容等に関すること 

･ 改修エリアとの連携等に関すること 

■検討会の内容について 

 概ねの検討時期とスケジュールを次のとおりとし、検討の進捗状況等によりスケジュール

や議題の見直しを適宜行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和８年度以降については、整備内容等、設計に必要な事項を検討します。 

旧青葉小学校跡施設の工事までの暫定利用について情報提供しました！ 

回 開催時期 主な議題（案） 

１ 令和８年１月 委員紹介、規約について（審議） 

基本計画について（確認） 

今後の進め方について（審議） 

２ 令和８年２月 市民利用施設の運営等の方向性について（報告） 

新築棟の構造（報告） 

各諸室等の使い方について（審議） 

３ 令和８年３月 新築棟の諸室レイアウト等について（審議） 

■期間  令和７年１０月１４日～令和９年３月３１日 

■利用団体 

 ①本年３月の閉校時点で使っていた団体のうち、利用希望があった団体 

 ②こども応援団のメンバーを構成員とする団体（社協など） 

 ③その他、応援団が地域振興に資する目的で使う場合 

■利用時間 

 ・体育館                  ・グラウンド 

   月～金 17時～19時             土日  9時～17時 

   土日  9時～19時 

   ※スポーツ以外は21時まで 

 全８回の検討をもって、（仮称）光が丘地区複合施設市民検討会は解散しまし
た。貴重なご意見を賜りありがとうございました。 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/chuoku/1024162.html

